
❖
新
し
い
被
保
険
者
証
に

　
必
ず
交
換
し
て
く
だ
さ
い

　

現
在
お
持
ち
の
平
成
29
年
度
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

３
月
31
日
（
土
）
で
す
。

　

平
成
30
年
度
の
被
保
険
者
証
に
更
新

す
る
た
め
、
下
記
の
日
程
で
被
保
険
者

証
を
交
付
し
ま
す
。
国
保
加
入
世
帯
の

世
帯
主
の
人
は
、
指
定
さ
れ
た
日
時
・

会
場
に
、
現
在
使
用
中
の
被
保
険
者
証

を
必
ず
お
持
ち
に
な
り
、
被
保
険
者
証

を
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
、
会
場
が
変
更
と
な
っ
た
地
区

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
仮
設
住
宅
の
入

居
者
は
、
住
民
票
の
あ
る
行
政
区
お
よ

び
仮
設
住
宅
の
ど
ち
ら
で
も
更
新
が
で

き
ま
す
。

※
世
帯
に
国
保
加
入
者
が
複
数
人
い
る

場
合
は
、
全
員
の
被
保
険
者
証
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

※
当
日
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
別
世

帯
の
代
理
人
に
被
保
険
者
証
の
受
け

取
り
を
依
頼
す
る
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

※
指
定
さ
れ
た
日
程
で
更
新
が
で
き
な

い
場
合
は
、
後
日
、
町
住
民
生
活
課

窓
口
で
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

３月19日（月）

午前９時30分～午前９時50分 辺場区 辺場公民館

午前10時　　～午前10時20分 糸田区 糸田公民館

午前10時30分～午前10時50分 早川区 早川公民館

午前11時　　～午前11時15分 白旗第３仮設団地 白旗第３駐車場

午前11時25分～午前11時45分 中早川区 中早川公民館

午後１時30分～午後１時50分 吉田区 吉田公民館

午後２時　　～午後２時20分 芝原区 芝原神社

午後２時30分～午後２時50分 古閑区・八丁区・山出区 山出公民館

午後３時　　～午後３時20分 北早川区 北早川公民館

午後３時30分～午後３時50分 白旗第１・２仮設団地 白旗第１・みんなの家

３月22日（木）

午前９時　　～午前９時20分 中横田区（内田・庄分・立神） 町トレーニングセンター

午前９時30分～午前９時50分 下横田区 下横田公民館

午前10時　　～午前10時20分 浅井区 浅井公民館

午前10時30分～午前10時50分 中横田区（目野・宮ノ尾・中尾） 中尾公民館

午前11時　　～午前11時20分 有安区 有安公民館

午前11時30分～午前11時50分 横田区 横田公民館

午後１時30分～午後１時50分 上早川一区・二区 龍野福祉ふれあいセンター

午後２時　　～午後２時20分 上早川三区・四区 龍野福祉ふれあいセンター

午後２時30分～午後２時50分 大町区 大町公民館

３月20日（火）

午前９時　　～午前９時20分 船津区 船津公民館

午前９時30分～午前９時50分 麻生原区 麻生原キンモクセイ接待所

午前10時　　～午前10時20分 世持区 世持公民館

午前10時30分～午前10時50分 南三箇区 南三箇公民館

午前11時　　～午前11時20分 中山区 中山公民館

午前11時30分～午前11時50分 津志田区 津志田公民館

午後１時30分～午後１時50分 乙女第１・２仮設団地 乙女第１・みんなの家

午後２時　　～午後２時20分 上田口区 上田口公民館

午後２時30分～午後２時50分 下田口区 下田口公民館

午後３時　　～午後３時20分 田原区・乙女第３仮設団地 乙女第３・みんなの家

午後３時30分～午後３時50分 府領区・北原区 府領公民館

午後４時　　～午後４時20分 和田内区 和田内公民館

■平成30年度国民健康保険被保険者証の交付日程

国民健康保険被保険者証交付は３月19日（月）から

３月23日（金）

午前９時　　～午前９時15分 上早川五区 六谷公民館

午前９時25分～午前９時40分 本坂谷区 本坂谷公民館

午前９時50分～午前10時５分 谷内区・堂ノ原区 谷内公民館

午前10時15分～午前10時30分 広瀬区 広瀬公民館

午前10時40分～午前10時55分 西原区・井戸江区（柳瀬） 西原公民館

午前11時５分～午前11時20分 小鹿区 小鹿公民館

午前11時30分～午前11時50分 上揚区・安平区・井戸江区 宮内集会所

午後１時30分～午後１時50分 東寒野区 東寒野公民館

午後２時　　～午後２時20分 西寒野区 西寒野公民館

午後２時30分～午後３時　　 上豊内区・下豊内区 町総合保健福祉センター

午後３時　　～午後３時30分 仁田子区・緑町区 町総合保健福祉センター

午後３時30分～午後４時　　 岩下一区・二区 町総合保健福祉センター


